
提

出

者

阿

部

知

子

平
成
十
三
年
六
月
二
十
八
日
提
出

質

問

第

一

二

八

号

医
師
会
・
歯
科
医
師
会
と
政
治
団
体
と
の
不
適
切
な
関
係
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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医
師
会
・
歯
科
医
師
会
と
政
治
団
体
と
の
不
適
切
な
関
係
に
関
す
る
質
問
主
意
書

Ｋ
Ｓ
Ｄ
問
題
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
公
益
法
人
と
政
治
団
体
の
関
係
の
あ
り
方
が
政
官
業
の
癒
着
や
汚
職
の
温
床
と

な
り
得
る
こ
と
に
鑑
み
、
参
議
院
選
挙
を
目
前
と
し
た
今
日
、
各
種
業
界
関
連
の
政
治
団
体
の
現
状
を
広
く
見
直
す
こ
と
は
政

治
浄
化
の
観
点
か
ら
極
め
て
重
要
と
考
え
、
以
下
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

社
団
法
人
神
奈
川
県
医
師
会
と
政
治
団
体
神
奈
川
県
医
師
連
盟
、
政
党
の
職
域
支
部
で
あ
る
自
由
民
主
党
神
奈
川
県
医
療

会
支
部
が
同
一
住
所
地
で
あ
り
か
つ
代
表
は
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
は
、
平
成
八
年
九
月
二
十
日
閣
議
決
定
し
た
「
公
益
法

人
の
設
立
許
可
及
び
指
導
監
督
基
準
」
に
反
し
な
い
か
。

二

二
〇
〇
〇
年
三
月
九
日
の
神
奈
川
新
聞
に
お
い
て
、
横
浜
市
医
師
会
が
横
浜
市
か
ら
減
免
措
置
を
受
け
て
借
り
て
い
る
横

浜
市
健
康
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
内
の
事
務
所
を
、
横
浜
市
医
師
連
に
間
借
り
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
報
道
さ
れ
た
。
こ
れ
は
事

実
か
。
事
実
を
明
ら
か
に
し
「
公
益
法
人
の
設
立
許
可
及
び
指
導
監
督
基
準
」
に
反
す
る
か
否
か
を
示
せ
。

三

政
府
は
、
社
団
法
人
日
本
医
師
会
お
よ
び
日
本
歯
科
医
師
会
の
所
在
地
と
同
一
の
所
在
地
に
あ
る
政
治
団
体
が
あ
る
こ
と

を
把
握
し
て
い
る
か
。
把
握
し
て
い
れ
ば
そ
の
内
容
を
示
せ
。
把
握
し
て
い
な
け
れ
ば
調
査
の
う
え
、
そ
の
住
所
地
を
都
道

府
県
別
に
明
ら
か
に
せ
よ
。

一



四

政
府
は
、
自
由
民
主
党
の
地
域
支
部
お
よ
び
職
域
支
部
の
所
在
が
公
共
関
連
施
設
内
に
あ
る
も
の
を
把
握
し
て
い
る
か
。

把
握
し
て
い
れ
ば
そ
の
内
容
を
示
せ
。
把
握
し
て
い
な
け
れ
ば
調
査
の
上
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
せ
よ
。

右
質
問
す
る
。

二


